
性別 年齢男・女 歳

住　所

氏　名

電　話
F A X

メール

長浜市

今月号の特集に関するご意見

広報ながはまに関するご意見

今後、特集を希望するテーマ

※○をつけてください。

担当課からの返事をご希望の場合は、連絡先
をご記入ください。

FAXでも受け付けます。 FAX６５－４００６

（電話・メール・FAX）で返事を希望

谷折り

谷折り

谷折り

谷折り

の
り
し
ろ

の
り
し
ろ

の
り
し
ろ

の
り
し
ろ
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プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
を
販
売
中

12
月
３
日
～
９
日
は
障
害
者
週
間
で
す

税
金
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

問 

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
務
室（
☎
６
５
ー
６
５
２
８
）

問 

し
ょ
う
が
い
福
祉
課（
☎
６
５
ー
６
５
１
８
）

問 

滞
納
整
理
課（
☎
６
５
ー
６
５
１
７
）

　
市
内
取
扱
店
で
使
用
で
き
る
「
長
浜
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商

品
券
」を
販
売
し
て
い
ま
す
。

　
１
人
当
た
り
最
大
２
万
５
千
円
分
の
商
品
券
を
２
万
円

で
購
入
で
き
ま
す
。

　
購
入
で
き
る
対
象
者
に
は
、
市
か
ら
す
で
に「
申
請
書
」や

「
引
換
券
」
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。「
引
換
券
」
が
届
い
た
人

は
、
販
売
日
等
を
確
認
し
て
購
入
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
申

請
が
ま
だ
の
人
は
、早
め
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

商
品
券
の
販
売
日
、販
売
場
所(

12
月
の
予
定)

〇
12
月
13
日(

金)

９
～
17
時  

市
役
所
本
庁
舎
・
浅
井
支
所

〇
12
月
21
日(

土)

９
～
17
時  

北
部
振
興
局

〇
12
月
22
日(

日)

９
～
17
時  

市
役
所
本
庁
舎

〇
12
月
26
日(

木)

９
～
19
時  

市
役
所
本
庁
舎

※
令
和
２
年
１
月
31
日(

金)

ま
で
販
売
し
ま
す
。

商
品
券
の
使
用
期
限

　
令
和
２
年
２
月
29
日(

土)

ま
で

特
殊
詐
欺
な
ど
に
注
意

　
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
を
か
た
っ
た「
特
殊
詐
欺
」や「
個

人
情
報
の
詐
取
」に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

　
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
務
室〈
本
庁
舎
１
階
〉

　
☎
６
５
―
６
５
２
８

　
12
月
３
日(

火)

～
９
日(

月)

ま
で
の
１
週
間
は
、
障
害
者
基
本

法
に
よ
り「
障
害
者
週
間
」に
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
し
ょ
う
が
い
者
の
福
祉
に
つ
い
て
、
関
心
と
理
解
を
深
め
る
と

と
も
に
、
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
が
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
活
動
に
積

極
的
に
参
加
す
る
意
欲
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
県
で
は
、「
滋
賀
県
障
害
者
差
別
の
な
い
共
生
社
会
づ
く
り

条
例
」が
制
定
さ
れ
ま
し
た
の
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

【
条
例
の
ポ
イ
ン
ト
】

①「
障
害
の
社
会
モ
デ
ル
」の
考
え
方
を
定
義
し
ま
す
。

②
合
理
的
配
慮
の
提
供
等
を
義
務
化
し
ま
す
。

　
民
間
事
業
者
の
「
合
理
的
配
慮
の
提
供
」
を
、
条
例
で
は
差
別

解
消
の
取
組
を
一
層
進
め
る
た
め
、義
務
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
個
人
に
対
し
て
も「
差
別
の
禁
止
」お
よ
び「
合
理
的
配

慮
の
提
供
」を
義
務
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

③
相
談
・
解
決
の
仕
組
み
を
整
備
し
ま
す
。

　
し
ょ
う
が
い
を
理
由
と
す
る
差
別
に
関
す
る
相
談
を
受
け
付

け
る「
障
害
者
差
別
解
消
相
談
員
」と
、
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
の

代
弁
者
と
な
る「
地
域
ア
ド
ボ
ケ
ー
タ
ー
」を
設
置
さ
れ
ま
す
。

※ 

ア
ド
ボ
ケ
ー
タ
ー
と
は
、
自
分
の
意
見
や
権
利
を
う
ま
く
伝

え
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
の
代
わ
り
に
意
見
や
権
利
を
主
張

す
る
代
弁
者
の
こ
と
で
す
。

※ 

県
で
は
、
合
理
的
配
慮
の
提
供
に
か
か
る
費
用
助
成
や
し
ょ

う
が
い
理
解
の
た
め
の
出
前
講
座
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
滋
賀
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

12
月
は「
ス
ト
ッ
プ
滞
納
!!
強
化
月
間
」で
す

　
皆
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ
く
県
税
や
市
税
等
は
、
福
祉
・

教
育
な
ど
身
近
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
使
わ
れ
る
大
切
な
財

源
で
す
。

　
12
月
を
「
ス
ト
ッ
プ
滞
納
!!
強
化
月
間
」
と
し
て
、
税
の
公

平
な
負
担
の
観
点
か
ら
、一
斉
に
滞
納
整
理
を
強
化
し
ま
す
。

　
未
納
の
ま
ま
放
置
さ
れ
ま
す
と
、
預
貯
金
・
給
与
等
の
差

押
え
や
自
宅
の
捜
索
等
滞
納
処
分
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
も
う
一
度
、納
め
忘
れ
が
な
い
か
お
確
か
め
く
だ
さ
い
。

　
県
と
県
内
市
町
で
は
、
公
平
な
税
負
担
と
税
収
の
確
保
を

図
る
た
め
、「
滋
賀
地
方
税
滞
納
整
理
機
構
」
を
設
置
し
、
連

携
・
協
働
し
て
県
税
と
市
町
税
等
の
滞
納
整
理
を
推
進
し
て

い
ま
す
。

　問
合
せ

　
県
税
の
納
付
に
関
す
る
こ
と

　
　
東
北
部
県
税
事
務
所
納
税
課
　
☎
６
５
―
６
６
０
６

　
市
税
等
の
納
付
に
関
す
る
こ
と

　
　
滞
納
整
理
課
　
☎
６
５
―
６
５
１
７

▲市ホームページ

▲県ホームページ


